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専修大学社会科学研究所月報

〔研究ノート〕

分権化 ・ 自由 化・民主化

一ー社会主義の経済改革の性格Kついて

の若干の試論的考察一一

,Yo: 6 2 

1968.11.20 

正村公宏

1 .チエコスロバキアの悲劇的事件が投げかける問題

1 9 ::l 8益五 一ー ドイツ。

1 9 fi R年 一一ソ連。

プラハの市民はー このように．ちょうど 30年をへだてておこった2つの事件を並べて記す

ことによ って，ソ速の行動f'C抗議したと 伝えられているの私は，このことから，ただちK, J. 

パーナム氏の 「経営者革命J論を想起させられる （在 1〕。かれは．資本主義社会のつぎκ来

るものは社会主義社会ではな く． 世営者社会にすぎないと論じ，スタ ーりンのソ連も， ヒトラ

ーの ドイツも．官僚的草堂営者の支配体制を確立したものと して共通の性格をもっていると述べ
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たのであった。ヒトラーのドイツのヨ ーロ ッバ支配が（軍国主義日本のアジア支配と並んで）

長期Kわたるものとみたパーナム氏の予言はあたらなかっ たけれど も，スターリンのソ速が．

社会主義とは無線の官僚国家にすぎないとL、うかれの主張は，今日でもき わめてよく事実に

通合しう る点がある ように見え る。

もっ とも．バーナム氏のこの主張は，かれの独創Kよるものでなく，かれが一時期ともK行

動Lていた トロッキーの洞察の受け売 bであ b，その修正である。革命家トロ ッキ ーと評論家

パーナム氏のちがL、は， トロッキーが， 19 1 7年の遺産である ソビエト 国家を擁護しつつ，

スター IJンの独裁と官僚支配を打倒すること によって，あくまでも真の社会主義社会の実現を

はかるということを社会主義者の当面の緊要な課題として提唱しつづけたのKたいし，パーナ

ム氏が，真の祉会主義革命が実現される客観的可能性はさしあたってないと考えることによっ

て運動を放棄した点Kある。パーナム氏Kよれば，封建末期の自然法と自由・平等の イデオロ

ギーに支えられた人民の闘争が，人民の権力ではなく望号本家階級の権力を樹立する こと に終っ

たよ うι 社会主義の イデオロギーに支えられた資本主義末期の人民の闘争は，経営者階級の

権力を樹立する ことK終らざるをえないというのであるn

しか し，今日 のわれわれの問顎意識からみてとくに興味深いのは，パーナム氏が官僚的な経

営者国家の内部における「民主化」の可能性を予言している ことである。かれは，ヒトラーや

スターリンの支配K示されるような独裁体制は，かれのいう経営者社会K国有Kして不可欠の

体制であるとは見ていなL、。かれによれば，この独裁体制主．社会体制の移行期L、L、かえれば

革命の時代 （ここでは社会主義革命なムぬ経営者革命の時代 ）vc:おいて，新しい支配階級 （こ

こでは経営者階級 ）が自己の支配体制を確立するまでの過渡期を乗 b切り，かれ らカ特力の座

Kつくまでのあいだ利用してきた人民の闘争のエネノレギーを，いまや不用で危険なもの として

圧殺して しまうための手段である。経営者支配が確立してし まL、，人民の闘争が挫折させられ

てしまったあとでは，支配階級である官僚的経営者たちは，独裁をゆるめ，一定のワク内にお

いて民主化を導入していく可能性がある。なザなら，民主的手続きによる人民の意志表示を多

少とも認めた万が．官僚たちにとっても安全であり便利であるからである。いっさいの民主的

信肢を否定しまうと，人民の不満が集積して爆発的な表出を見るこ とになり，ヌ方己体制の動揺

を生 じかねないし，そこまで至らな くても，総靖運営がギク シャクして困難に陥ってしまうで

あろう η

バーナム氏はおよそこのよう K論 じてお b，経営者社会におけゐ 「民主化Jの可能性を認め

るとともにその「民主化Jが，近い将来，経営者支配を打破 して本来の社会主義社会を実現

-2-

． 

． 



． 

． 

する動きへと発展する可能性を否定しているのである。 30年ちかくもむかしに語られたこう

した見解は，現在のソ連 ・東欧の動きを深い関心をもって見守っているわれわれにとって，い

ささか不気味なひびきをもっている。 R.フオセーノレ氏は，スター リン以後のソ連社会につい

て， 歴史上いまだ例をみなかったよう な 「大衆的性格」をもったノレネ γ サンスの可能性を論じ

たし（ 注 2），ことしの1月以後のチェコの人びと もま た好んでノレネッサンスについて諮った

と伝えられているのだが，それは果して，血なまぐさい粛清と陰謀と弾圧と他国にたいする箪 s

事的侵攻Kよって汚されっくした社会主義の思想、をかかげなおし， それをこの地上ではじめて

現実化してい くための真の一歩とな bうるのであろうか。それと も，パーナ ム氏が主張したよ

うに， これからなお長く続く 「経営者社会」のワクのなかでの改良の 1階梯をなすKすぎない

ものなのであろうか。

チェコの悲劇酌事態は，久しく私の心V亡くすふ・っ てきたこうした問題を，堀りさげて検討し

なおす必要をあらためて痛感させずKはおかなかった。とくに，ソ連 ・東欧の政府 ・共産党が，

一方では， 経済上の改革といやおうなく取りくまざるをえない事態におかれ，と もかくもより

分権化された管理の万向へ1歩を踏みだ しておりながら （これについても，もちろんきわめて

慎重であるが わ他方では，言言命 ・出版 ・集会 ・結社の自由を認める こと についてはいちじる

しく保守的な態度をとっており，のみならず，今回のチ ェコ事件K示される よう に，むしる反

動的とさえ呼びうる行動をとってL、ること が注目されるのである。経済上の分権化と政治上 の

自由化とは，いっ たいどのよう なかかわりをもっているのか，またもちうるのか。後者を欠い

た前者ーがあ bうるのか。そ して， もしそうし た片足だけの改革が多少とも持続性をもちうると

すれば，それは真の改革ではなく，ただ官僚的な大衆操縦と生産性向上運動Kすぎないのでは

ないか。現在のソ連 ・東欧の改革は，ぜいぜいのところこのような ものでしかな く，このよう

なワクをはみでる 「自由化」は武力をもっ て弾圧する こと もあえてするという支配階級の強固

な体制を打破する ことはできないのであろうかのも しそうだとすれば，われわれは，パーナム

氏にたい して， 途中でグームを投げだし， 民主主義・社会主義のための運動へのコミッ トをや

め，そう した運動の歴史的意義を見失うことKもなっ ていっ たということについては． ある角

度から批判を加えることができても，経営者革命についてのかれの冷たL、展望のある種の正し

さを認めざるをえないとい うことにならないだろうか。

（注 1) J・パーナム『 館営者革命』 19 4 1年 （武山泰雄訳 ，19 6 5年 ）。

（注 2) R・ フオセーノレ 『資本主義の将来』 19 6 1年 （河野・服部訳 ，19 6 2年 ）

邦訳 20ページを見よ。
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2. 経済の分権化はどのような客観的基礎をもってい るのか

近年のソ連 ・東欧の経済改革は，あきらかにこれまでの経済管理のゆきづまりから生まれて

きた。旧来の集権的な計画給舗は，すでに深刻な欠陥をさらけだ し， 結鏑発展が大きな盛 Kぶ

つかっていることは疑いもなL、。 資源、の配分と利用の効率の惑さは 自にあまりはじめ，技術上

の革新と消費生活上の要求の充足におけるいちじるしい遅れと不均衡も無視できなくなってい

る。より分機的な管群の万向 Kむかつての模索が公的機関の手で開始されたのは，こ のように

事態がきわめて重大なと ころ まできたためにほかならなL、。給務的危機の発展を防ぎ現体制の

安全をはかるためKは， いやおうなく，官僚的 酬を緩和し， 企莱のより自由な散決定問 ． 
める方向への改革を実施せざるをえなくなったのだといえよう。実際K導入されている改革の

具体的な姿は．国Kよってかなりの相違があるようであるが （注 3）， 総じて，集権的計画K

よって企莱vc割り当てられた目標の達成率よりも，効率の高さをよ bよく反映する 「矛IJ潤」が

企業の成果をはかる指標と して重要視されゐような体系を導入しつつある点は，改革のお こな

われている国のすべてに共通しているの このばあい． 「利潤」の大きさは，f而格をどのよう κ

設定するか陀よって左右されそ〉ものであるが，市場メカニズムを通じての自由な価格形成をど

の範囲の商品にまで認め Qかは，これも国。てより方針が異なり ，またきわめて慎重な検索がお

こなわれているというのが場状のようである n しかし，玉県代の産業においては，聞定的で指示

的な価格体系を維持する こと はますます実情K合わな くな b，現段階で価格の自由化K保守的

な姿勢をとっ ている国 々でも，漸次，価格統制型の体系を廃棄せざるをえなくなっていくこと

が予想されるのであゐ。

分権的な管理への移行を不可避ならしめ．また可能なら しめているいくつかの客観的な条件

を指摘することがおそらく可能であろう。

その第lの条件は，現代の主主主震の性格とその発展の特質のなかに見出す ことができる。われ

われの多くは，資本主義ーのも とkてお いて，生産の社会的性格がますますつよ まり，そこから生

産手段の所有を社会化する必要性と可能性がつよめられていくというよう κ理解してきているの

しかし，生産の社会性がつよまるということは，一般的K，生産活動がますます少数の．そし

てますます大規模K組織化された活動単位 （大企莱も しくは国家 ）にますます集中化され，

統括されていくということ を意味しているわけではないであろう。 ある種のj[.fk莱Uておいては，

あきらかK集中化 と公的管理が不可避でありまた必要であろう し，また市場的関係を円滑に機

古Eさせる ような若干の外部経済的条件ゃ，市場メカニズムを通じでは適切な資源配介を期しが
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たい介野についての組織化も，経済発展の不可欠の要件をな していること がますますあきら か

になりつつある ということもたしかなことである。 しかし，全体としてみれば，生産力が高ま

り，国民の所得水準が上昇し・ 製品がますます多僚化し， また地球上における工莱化された地

域も増大し， その聞の交流も進むにつれて，社会的分予定の網の目はいっそ う複雑Kな D，産予定

的連鎖の及ぶ範閣はますます広くなっていくはずであ り，それだけ，企業の数も増大し， 競争

のおこなわれる分野も拡大していくはずなのである。たえず新製品 ・新製法の開発と企菜化が

おこなわれ，迂回生産の連鎖が伸び，主主薬組織の再編成がおこなわれていくよう な社会Kおい

て．経済活動を集権的K統制する ことは， 不可能であるとL、うだけでなく，むしろ有害でめる． とさえいえるであるう。全体として，市湯 メカニズムの作用κかわDうる よ うな有効な組織形

態を見出すこと が困難な介野はきわめて大きいと考えざるをえないのである。

’ 

一部の人々が誤っ て理解しているよう K，競争と市場メカ ニズムの有効性を認めることは資

本主義の有効性を認める こと を意味するわけではな く，反対巴資本主義を廃棄することが市

場 メカニズムを通 じての社会的分業の組織形態を全面的に廃棄するこ とを意味するわけではな

い。生産手段の所有 （と管周 ）を社会化するという ことは， いかなるばあいにも，固有化と国

家Iζ よる集中的管理という かたち‘をとらなければならないと い うわけではないであろう n 直接

的生産者の大衆が，民主的な方法を通 じて自分たちの関与すゐ企業を集団的K管周するための

さまざまな形態がとられてよいはずである。資本の所有者やそれκとってかわった少数の経営

者カ栓事実を管理する とL、う形態にかわって，労働者大衆Kよる企莱の民主的管理がお こなわれ

るならば，市場 メカニズムは，労働者の 目K見えないとこるにあっ て支配階級によるその搾取

を可能なら しめ る機構と して作用するのではな く， 自覚された社会的な分莱と，そのもとでの

大衆的な規模Kおける競争とを保証していく機構として作用するであろう。

したがっ て，現在の ソ連 ・東欧の経済改革を，資本主義への復帰ないしは接近を試みる 「修

正主義」的政策であると見るのは， 的を射ていなし、。介機的管思への移行に反対し， 集権的計

画への固執を主張することは， 歴史の発展傾向に逆行する こと である。 ここでの問題は，集機

的計画化か分権的計画化かとい うことではもはやなL、。むしろ問題はつぎの点にある。すなわ

ち，この経済改革が，官僚的経f若者支配κかわる新しい経営者支配の型K移行するとL、う性格

Kとどまり，そう した ワクのなかで．現；庄の資本主義諸国 （これもたしかκ一種の経営者支配

の体制になってきている ）と， 効率とか成長率とか技術水準の高さとか，電算機導入の数とか

を跡、あうと L、うこと Uてなるのか，それとも，その ワクを越えた，民封守管周への移行K まで

進むこ とUてなゐのか， とL、う問顕である。
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分唯的管理への移行の客観的条件の第2は．察隊的計画によらなくても経済の持続的成長と

国民生活の安定をはかりうるような，技術的 ・制度的な諸条件が整備されてきているという点

であろう 。情報の収集と処理の技術や経済分析と予測に関する知識の発達によって， 努三井緩的計

画Kよってではな く，むしそコ国家の政策的誘導によって経済運営をはかる ことがますま す容易

にな りつつある ことは重要であるう。さらにまた，公共投資ぞ社会仇：障や公正取引Kついての

規制や公害対策ゃ，さらに有力な労働組合の車邸哉や労働者自治の機構などが整備されていく κ

つれて，経済の偽造変化ゃ，成長率の多少の変動κよって勤労者がこうむる被害をいちじる し

く少な くすることが可能にな り，それだけ，市場メカニズムにゆだねてよい分野はよ b広く な

り，またよ り自 由な意志決定がお こなわれるよう Kなるもの と考えてよいであろう。 計画化が

進めば進むほ ど，国家の規制が ますますつよまるのではなく， むしろ国家の直接的干渉がおこ

なわれる介野が少なくなっていくと考えるのがおそらく正しいであろう。この点では， G.ミ

ュ Jレダーノレ氏が （かれは 「社会主義Jではなく 「福祉国家」 とい うタームで問題を論じていゐ

のだが ）つぎのように述べているのは興味深L、。 「福祉国家の成長 と完成のつぎの段階では，

国民を活発Kして， 民主国家が定める一般規則の範閉内で国民自らの芳｜｜主主を守るよう にすゐ こ

とK よ司て，国家の直接干渉はそれだけ漸械できるものと想定するのである。」（注4 ) 

この点でおそらく重要な意味をもつのは，つぎの 3点ではなかろうか。

①経済活動を誘導する各栂の政策手段の効果と，諸種の統計K示された指標のもつ意味につ

いて，十介の確度をもった言十章一的な沼lj定 と予測！とが技術的K可能となっており ，そのうえ，産

業組織や消費構造などのよ弓な組織的 ・構造的変化の経済発展Kおよぼす影響Kついても， 信頼

しうる理論的介析と政策上の規準が確立していることが必要である う。

(2）経済活動を誘導する国家の政策目標のさ まざまな組合せや，その優先順位の決定K関して，

勤労者の利益を長期的K保証してい くこ とを確実なら しめるような，合理的で民主的な手続き

がとられることが必要であろう 。これは，全体と しての国家の政策決定が，官僚的支配層の専

断的処恐tてよってではなく，国民多数の意志を反映するかた ちでお こなわれるような師匠と運

営のノレーノレを硲立する こと が前提 となる。

③五ヨま斉活動のあらゆる介野，段階，活動単位Kおいて，意志決定が大衆の民主的参加を通 じ

ておこなわれ，決定の執行Uてついても十分の監視がおこなわれ，全体とし て，勤労者の刺益が

いちじるし く害されるような連常がなされないよ うな組織的体系が確立していることが重要で

あろう。同時(IC.このよ うな体系のも とで，総務の急速な成長と構造変化にたL、して，現状維

持を望む大衆の抵抗にも とづく保守的対応が生みだされないよう Kするため，短期的 ・部介的
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利害と長期的 ・全体的利害との調整がたえずはかられねばならないし，玉県体制のもつ民主的・

進歩的性格にたいする大衆的な信頼と，正しい政策目標と鋭tileV<ζもとづくナ介な合理性をもっ

た説得 －討論K依拠して，変化にともなう勝擦が克服されるような状況がつ くbだされねばな

らないであろう。

（在 3) この点Kついては佐藤経明 「経済改革と誘導市場モデノレ」 『経済評論』 19 6 8 

年 7舟号tて多くを教えられたn

（在 4) G.ミュノレダーノレ『福祉国家を越えて』 19 6 0年（北川監訳 ，19 6 3年 ）

邦訳 95ページ。

3. 改革の進路を決定するいくつかの条件

以上のよう K考えるならば，分権化の方向にむかつての経済改革は，現代の産業発展の性格

や言十函 ・情報処理技術の進歩や社会保障制度の確立な どに客観的な基礎をもった不可避的な傾

向を反映した ものとみることができそうである。同時K重要なことは，この改革がどこま で徹

底されうるか， また社会主義的な性格をつよめ．維持しうるかどうかは，一面では計画と誘導

の問題についての投術的性格をもっ たE理論的解明がどれだけ進むかにかかっており ，他面では，

経済的Ji変のなかK民主的な要素がどれだけ定着し． いきいきと機能しているかということ にか

かっている とい うことであるう。

おそらく ，望ましからぬ結果の生まれる可能性は， 2つの側面Kおいて考慮されねばならな

いであるう。

｜ その第 1は，介権化がゆきすぎて． 鰍府的な市場経済に近いものとなってしまう危険であ． ろう。アレクサンダー バイ ト氏は （在 5 ），ユーゴスラ ビア社会主義の経済体制の発展をあ

とづけて，つぎのように論 じている。 ユーゴスラ ピアで最初K確立したものは．集中化された

専制的 ・指令型の給新体制であったが，これはその後，分権化された専制的 －誘導型の体制へ

と移行 したの ここから，ユーゴスラピアの経済は，分権化された民主的 ・誘導型の体制へと移

行しむ 、で，むしろ，介絡的 ・無政府的な結鏑 へと移行しはじめたように見える。 ノζイト氏κ

よれば， ューコ・スラ ピアの発展Kおける現在の段階の特徴は， このような無政府的なモデノレへ

の移行の傾向を阻止し，介権的であると同時K民主的であり．かつ誘導型のモデノレへとひ きも

どすこと 泊毛果題とされていることであるという。 ソ連 ・東欧の改革が全体として，状況によって

は，このような ジグザグのコースをたどること になる可能性をもっ ていること も十分に考えら
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れるであろう。のみならず，官僚的専制的管理と， 自由Kt：：.＼、する暴力的制裁によって 「社会

主義」体制を維持しようとするソ連支配層の行動が，東欧の民衆の心情をしてますます社会主

義そのものに背をむけさぜ，暴発的なかたちで西欧他無政府化，資本主義化の万向κいちじ

るしく傾斜した路線への奔流をひきお こす結果を生むこと も考えられないこと ではない。

第 2は，改革をあくまでも専制的 ・指令的なモデJレから専制的 （民主的ということに対比さ

れるものと しての わ 誘導的なモデノレへの移行の範閣内にとどめ，窓志決定への大郷守な参加

の新しい形態をつくりだすこと をあくまでも阻止しようとする官僚層 （共産党幹部と政府官僚

と経営管玉虫者 ）の努力が，民主化への前進をははむ可能性である。多年Kわたって民主主義的

政治参加の機会を奪われ，民衆がその経験をもたず，いちじる しくかたょった情報しか与えら

れずKほとん ど盲目にされて しまっ ているような社会では，このような官僚派の試みがさ しあ

たり Jj;l}:)りする可能性はかな り大きいと考えざるをえない （とくにソ連社会はこの点で他の若干

の東欧諸国よりずっと遅れているよう K見える ）。分権化と市場メカニズムへの依存を基礎と

する誘導型のモデノレが，つねに！民：司令件格をもつものでないという ことは．西側！のいわゆる

「協調経済 ｜や 「混合経済jの王見実によって十介K立証されている。そして，日．マノレク ーゼ

氏のことばを借りれば．生産手段の所有と管理が社会化されていても，資本主義体制によ っf

生みだれた 「必要Jの模倣とそれへの斑応によ司て自介たちの 「必要Jや「熱製」を支配され

ているような労働者階級によってそれが管理されているかぎりは，社会体制仰木質的なちがL、

は生まれてこないといえるであろう η （注 6) 

東欧諸国に とって．改革の前進をははむもう 1つの重要な客観的条件は， 各国の経済規模が

小 さく． 市場が狭いことであるうの現代の重量莱のあるもの Kとっては， 相当の規模の市場があ

っずは じめて．複数の企菜がそれぞれ技術的に必要な最小適度規模以上の効率的設備をもち，

しかも競争を通 じて発展するというような条件が与えられるのである。 たとえば人口14 0 0 

万のチェコスロパキアにおいて， 主要な産莱の多 くにこの条件の充足を期待する ことはむずか

しい。 1国の規模でのみ市場メカ ニズムの作用を考えるならば．独占の問題が大きな障害をひ

きお こすこと は自にみえている （注 7）。 当然，国際的な統合と分業の体制が必要となるであ

るうが，コメコ ンはその機能を果す ことができないでいるし， おそらく ，機械工莱を中心とし

たチ ェコスロパキアの産業構造は，ソ連 ・東欧圏Uておける機械工莱の復興と成長にともない，

そこでだけ市場拡大の機会を見出すことがますます困難にな司てきているという s.. J.スト

ーラ一氏の指摘は正しいであろう （在 8）。市場メカニズムと政策的誘導を組みあわせた型の

社会主義経済の発展のためには，競争の作用が有効でありう るだけの市場の規模が必要であり ．
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問時・v亡外国貿易の 自由な発展がはかられねばならないれス トーラ 一氏が．チェコスロパキアの

ばあい国内における各菜種の企莱の数が少なすぎること，また，実質上の国家的なカノレテJレが

競争を阻害していることや， 貿易面の改革が （それが重要であるにもかかわらず ）おこなわれ

ていないこと を，チェコ改革の 「内生的な」限界のなかに数えあげていること は，重姿である

う。 そして，こうした限界をっき破るうとするあらゆる試みが，ソ連支配層の目κは． ソ述圃

からの離脱 色してつよい笹戒心をよびおこさざるをえないものK見えるであ七うこ とも疑いな

L、。

ソ連 ・東欧の経街改革が，大衆的な規模での社会主義思想の再生と自由K基礎を置いた社会

主動制度の確立へと結びついていくためKは，障害はあまり Kも大きL、。 しかもなお，私はパ

ーナム氏流の結論。て同意する つもりはない。私は，つぎの2つの点K，新 しい発展の可能性を

感 じている。

第 Ivc，経績の分権化と政治の民主化と は，一定の相互作用と連鎖的発展の条件をも ってい

るという点である。 もちろん， 経済上の自由主義と政治上の自由主義とは次元を異にするもの

ではあるが，歴史的K も相互vc連関をもっ ていると考えるべきである う。乱暴な比憶をあえて

すれば，社会主義の発展における重商主義時代から自由主義時代への移行のよう なものがL、ま

はじま っているのかも知れなL、。もちろん今 日Kおける経済上の自由主義は l世紀半以前のそ

れと同質のものであ bえないが，それと同様に，給資上の自由主義と政治上の自由主義とを結

びつけてい る歴史的なモメ ント も，はるかに発展したものであるはずである。 ユー ゴスラピア

の経験を分析した B.ウポ ー ド氏は，分権化と民主化が平行 して進行してきた過程をたどった

のち，分権化の結果，さま ざまな利害集団が形成され， ますます議会その他のはげしい議論や

よb活発で自由な代表選出の行動を通 じて調整がはかられる傾向が進んでいること を指摘して

いるが（ 注 9）， そこvcは資本主義諸国の議会制Kみられるもの とある点できわめて以通った

様相があるとはL、え，政治過程κおける新しい要素の形成される条件もある と感 じられる。

第2の条件は，いわゆる西側における民主主義的要素が，東側のそれKあたえる影響であるη

ある意味ではこれが決定的な意義ーを もっと 考えられる。私の考えでは，パーナム氏の誤りは，

民主主義の運動の高揚と：悔折をー穫の反復的 ・循環的性格のもの としてと らえ，経営者革命の

過程をブルジヨア革命の過程の経験に もとづくアナ ロジーに頼りすぎて説明し，その結果，民

主主義の継承と発展の側面を過小κ評価している点。てある。ノレネ γ サンスはつねK，古いもの

を掘 りおこすこと に終るのではな く， むしろ新しいものを創造する ことを意味するのであろう

が，社会主義のルネ ッサンスも，社会主義本来の環想を復興す るにと どまるものであるはずが
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ないし，西側における民主主義 ・社会主義の理論 ・文化 ・政治Kおける最良の成果を吸収し，

その前進κ刺激され，それとの相互作用をも つこと によって，人間生活の新しい組織形態を創

造する刀をもつことになるであろう。

以上は，結論というより問題の提出であb，仮設の設定であって，私自身，機会をあらため

て，より進んだ検討を試みたいと思っている。

（在 5) Aleksander Bajt:Decentralized Decision-Making in 

t h e Yu gos I a v E c on o my , Eco no mi cs o f P I a n n i n g , N 0 ・1' 

19 6 7 • 

（注 6) Herbert Marcuse:The Question of Revolution,New 

Le f t Rev i e w, No . 4 5 (Sep t . -0 c t . , 1 9 6 7 ) . 

（注 7) 現Kチェコスロパキアでは．担金主義のもとでの独占と競争の問題κ言及する研

究者ーがあらわれているというこ とを佐藤経明氏 （前掲論文）が紹介している。

（注 8) G.J.Staller:Ozechoslovakia, the New Model of 

Planning and Management,American Economic Review, 

May,1968. 

（在 9) B.Ward:Political Power and Economic Change in 

Yugoslavia,American Economic Review,May,1968. 

〔書 評〕

ジャン・ヴィエ 「社会科学における構造主義の諸方法」

(Jean Viet:Les Mらthodes Structuralistes dans 

les Sciences Sociales, Paris et Hay e〔Mouton〕，

deuxiem e 在dit ion, 1967, 246 p p〕 について

江沢譲爾

水

本著で Vi e tは最近の フランスUておける構造主義の動向を，豊富な文献を引いて展望し，

構造主義をもっ て科学的品識の方法として特徴づけ，その万法の特質を社会科学の諸部門Kわ

たって検討し，こ れらの部門を通 じて，方法論上の三つの基本的傾向を認める。モデノレを構成

する公理化の方法，現象学的方法，弁証法的な発生論的方法がこれである。か くして，こ れら

の基本的傾向を分析した後ι これらの方法の統一化を企てている。
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